
JP 2017-202320 A 2017.11.16

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】歩行器装置のための背もたれを提供する。
【解決手段】背もたれ１０２は上方架橋部材１０４およ
び下方架橋部材１０６を備える。背もたれは、架橋部材
に結合され、架橋部材同士の間で延びる、水平方向で離
間された鉛直方向の複数の条片２２４、２２６を備え、
隣接する鉛直方向の条片に結合され、隣接する鉛直方向
の条片の間で延びる、鉛直方向で離間されて千鳥状とさ
れた水平方向の複数の条片も備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歩行器装置のための背もたれであって、背もたれは、弓形とされ、鉛直方向に延びる複
数の貫通状の開口を有し、前記開口は、複数鉛直方向に延びて離間された列に配置され千
鳥状とされる。
【請求項２】
　各々の前記列は一続きの前記開口を有し、前記開口は、さらに、斜めに延びる並びで一
列になる、請求項１に記載の背もたれ。
【請求項３】
　複数の鉛直方向に延びる条片をさらに備え、前記鉛直方向に延びる開口は、隣接する前
記条片の間にある、請求項１または２に記載の背もたれ。
【請求項４】
　前記背もたれは中央領域を有し、前記条片は、長さが異なり、前記中央領域に隣接して
最も長い、請求項３に記載の背もたれ。
【請求項５】
　前記背もたれは、離間された一対の端を有し、前記中央領域は前記端同士の間にあり、
前記条片は前記端に隣接して最も短い、請求項４に記載の背もたれ。
【請求項６】
　前記背もたれは、離間された一対の端と、前記端同士の間に中央領域とを有し、前記背
もたれは、前記端において一体に結合される、離間された細長い一対の上方部および下方
部を備え、前記背もたれの前記上方部および前記下方部は、前記端から前記中央領域に向
かって互いに分岐する、請求項１に記載の背もたれ。
【請求項７】
　前記条片は矩形の角柱であり、前記背もたれは一対の上方および下方の架橋部材をさら
に備え、前記条片は、前記架橋部材同士を連結し、前記架橋部材同士の間で延びる、請求
項３から５のいずれか一項に記載の背もたれ。
【請求項８】
　前記開口の偶数付けされた前記列が互いに一列になり、前記開口の奇数付けされた前記
列が互いに一列になる、請求項１から７のいずれか一項に記載の背もたれ。
【請求項９】
　前記開口の各々は中心点を有し、各々の前記開口の前記中心点は、前記開口の第１の組
の中心点と鉛直方向で一列となり、前記開口の第２の組の中心点と斜めに一列となり、前
記開口の第３の組の中心点と斜めに一列となる、請求項１に記載の背もたれ。
【請求項１０】
　歩行器装置のための背もたれであって、弓形とされ、複数の開口であって、少なくとも
一対の前記開口を備える前記開口の鉛直方向に延びる第１の列と、少なくとも１つの前記
開口を備える前記開口の鉛直方向に延びる第２の列と、少なくとも一対の前記開口を備え
る前記開口の鉛直方向に延びる第３の列とを含む複数の開口を有し、前記第２の列は前記
第１の列と前記第３の列との間にあり、前記第１の列の前記開口は前記第３の列の前記開
口と一列であり、前記第２の列の前記開口は、前記第１の列の前記一対の前記開口の間で
延び、前記第３の列の前記一対の前記開口の間で延びる、背もたれ。
【請求項１１】
　前記開口は輪郭が長円である、請求項１から１０のいずれか一項に記載の背もたれ。
【請求項１２】
　歩行器装置のための背もたれであって、
　上方架橋部材および下方架橋部材と、
　前記架橋部材に結合され、前記架橋部材同士の間で延びる、水平方向に離間された鉛直
方向の複数の条片と、
　隣接する前記鉛直方向の条片に結合され、隣接する前記鉛直方向の条片の間で延びる、
鉛直方向で離間されて千鳥状とされた水平方向の複数の条片と
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　を備える背もたれ。
【請求項１３】
　前記水平方向の条片は、隣接する列と対になる上下方向の列内で並べられ、上下方向に
おいて互いにずれる、請求項１２に記載の背もたれ。
【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれか一項に記載の背もたれを備える歩行器装置。
【請求項１５】
　離間された一対の直立部材をさらに備え、前記背もたれは、前記直立部材に片持ちとさ
れる、請求項１４に記載の歩行器装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　歩行器装置が提供される。特に、歩行器装置および歩行器装置用背もたれが提供される
。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、横方向に折り畳み可能な歩行器装置を開示している。歩行器装置は、離
間された一対の直立フレーム部材を備える。歩行器装置は、直立フレーム部材に動作可能
に連結される椅子を備える。歩行器装置は、フレーム部材から片持ちとされた背もたれを
有する。背もたれは、離間された一対の上方および下方の架橋部材を備える。架橋部材は
共通側端において一体に連結する。架橋部材同士は、互いに対して外向きに分岐している
。使用者が直立フレーム部材を掴むときの背もたれ越しの使用者の視界を許容するために
、架橋部材同士の間で開口部が背もたれを貫き広がる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第９，３３９，４３２号
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一態様によれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。背もたれは、弓形とされ
、鉛直方向に延びる複数の貫通状の開口を有する。開口は、複数鉛直方向に延びて離間さ
れた列に配置され千鳥状とされる。
【０００５】
　別の態様によれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。背もたれは、弓形とさ
れ、複数の開口であって、少なくとも一対の前記開口を備える開口の鉛直方向に延びる第
１の列と、少なくとも１つの前記開口を備える開口の鉛直方向に延びる第２の列と、少な
くとも一対の前記開口を備える開口の鉛直方向に延びる第３の列とを含む複数の開口を有
する。第２の列は第１の列と第３の列との間にある。第１の列の開口は第３の列のそれぞ
れの開口と一列である。第２の列の開口は、第１の列の一対の前記開口の間で延び、前記
第３の列の一対の前記開口の間で延びる。
【０００６】
　さらなる態様によれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。背もたれは上方架
橋部材および下方架橋部材を備える。背もたれは、架橋部材に結合され、架橋部材同士の
間で延びる、水平方向で離間された鉛直方向の複数の条片を備える。背もたれは、鉛直方
向の条片のうちの隣接する条片に結合され、鉛直方向の条片のうちの隣接する条片の間で
延びる、鉛直方向で離間されて千鳥状とされた水平方向の複数の条片を備える。
【０００７】
　本発明は、添付の図面を参照しつつ、例示のみを目的として提供されているその好まし
い実施形態の以下の記載から、より簡単に理解されることになる。
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【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】背もたれを有する展開位置で示されている歩行器装置の前方左側上方からの斜視
図である。
【図２】歩行器装置の折り畳み機構を示した、図１の歩行器装置の下後方からの部分斜視
図である。
【図３】折り畳み状態で示された図１の歩行器装置の前方右側上方からの斜視図である。
【図４】歩行器装置の直立フレーム部材および椅子組立体が部分的に示された、図１の歩
行器装置の背もたれを示すその歩行器装置の後方からの部分斜視図である。
【図５】図４の背もたれの複数の開口を示すその背もたれの拡大部分立面図である。
【図６】使用者が、歩行器装置の直立フレーム部材の上方端を掴んでおり、背もたれを通
じて歩行器装置越しに歩行器装置の前方を見ている状態での、図１の歩行器装置の前方左
側からの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図面を参照し、最初に図１を参照すると、移動支援装置、この例では、第１の態様によ
る歩行器装置４０が、示されている。歩行器装置は、歩行器装置の後部４７に隣接して離
間された歩行器装置の側部４３および４５にそれぞれ位置付けられた、離間された一対の
直立フレーム部材４２および４４を備えている。フレーム部材の各々は、フレーム部材４
２の下方端４６および上方端４８として示されている、下方端と、下方端から離間された
上方端とを備えている。
【００１０】
　フレーム部材４２および４４の各々は、この例では伸縮式となっており、複数の開口５
１が貫通状の内側管４９と、内側管を受け入れるように成形された外側管５３とを備えて
いる。歩行器装置４０は、伸縮式の管を選択的に調節して一体に固定するための調節機構
５９を有している。この例では、調節機構はつまみネジ６３を備えている。つまみネジは
、伸縮式の管４９および５３の高さを固定するように調節するために、開口５１のうちの
選択されたものに挿入できる。これは、図６に示した使用者６５に最適な高さを提供する
ために、歩行器装置４０の高さを調節することができる。
【００１１】
　図１に戻って参照すると、歩行器装置４０は、少なくとも一部で弓形とされると共にこ
の例ではＪ字形とされている一対の支持部材４１および５０を備えている。支持部材は、
それぞれのフレーム部材に連結されている近位端と、近位端から離間された遠位端とを備
えている。これは、フレーム部材４２に結合された近位端５２と、近位端から離間された
遠位端５４とを有する支持部材５０によって示されている。各々の支持部材は、近位端か
ら遠位端に向かって概して水平方向の様態で延びる細長い部分６７を備えている。各々の
支持部材５０は、この例では、支持部材５０の遠位端５４から支持部材５０の細長い部分
へと延びる弓形の部分６９を備えている。支持部材の近位端５２は、この例では、フレー
ム部材の下方端４６に隣接して下方端４６から離間された場所において、フレーム部材に
連結している。歩行器装置４０は、この例では、それぞれのフレーム部材４２の下方端４
６から延び、支持部材の遠位端５４に隣接してそれぞれの支持部材５０に連結している一
対の棒材５７を備えている。
【００１２】
　歩行器装置４０は、フレーム部材４２および４４の下方端と支持部材５０の遠位端５４
とに回転可能に連結された複数の車輪組立体を備えている。これは、フレーム部材４２の
端４６に回転可能に連結された車輪組立体５６によって示されている。車輪組立体の各々
は、地面と係合する車輪５８を備えている。歩行器装置４０は、この例では、可倒式バス
ケット６０を備えている。図１に示しているように、バスケットは、選択的に、支持部材
の遠位端５４に隣接して、支持部材４１および５０に連結し、支持部材４１と５０との間
で延びている。バスケット６０は、この例では、歩行器装置の前部６１に隣接して位置付
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けられている。歩行器装置４０は、この例では枢動可能に一体に連結された２つの実質的
に平面の部分６６および６８を有する椅子６４を備える椅子組立体６２をさらに備えてい
る。椅子組立体の部分６６および６８は、それぞれの支持部材５０および４１の細長い部
分６７に枢動可能に連結している。したがって、椅子６４は、直立フレーム部材４２およ
び４４に動作可能に連結している。
【００１３】
　図２で最も良好に見られるように、歩行器装置４０は、折り畳み機構７０を備えている
。折り畳み機構は、この例では、ヒンジ８３を介してヒンジで一体に連結され、それぞれ
の棒材５７に枢動可能に連結してその棒材５７から延びる２つの内側フレーム部材７５お
よび７７から形成された内側フレーム組立体７３を備えている。この例での折り畳み機構
７０は、椅子組立体６２のそれぞれの部分６６および６８に枢動可能に連結してそれぞれ
の部分６６および６８から延びる一対の交差するリンク部材７９および８１を備えている
。リンク部材７９および８１は、内側フレーム組立体７３の内側フレーム部材７５および
７７にもそれぞれ枢動可能に連結している。したがって、折り畳み機構７０は、歩行器装
置４０の直立フレーム部材４２および４４に動作可能に連結し、直立フレーム部材４２と
４４との間に置かれている。
【００１４】
　折り畳み機構は、図３に示すように、フレーム部材４２および４４と支持部材４１およ
び５０とを寄せ合うことで、歩行器装置を選択的に横方向に折り畳むことができるように
構成される。したがって、折り畳み機構は、歩行器装置４０を図３に示す折り畳み軸７１
の周りで横方向に折り畳み可能にすることができる。歩行器装置の折り畳み軸は、背もた
れの折り畳み軸と称されてもよい。様々な部品および機能を含む歩行器装置用の折り畳み
機構自体は、当業者には良く知られているため、折り畳み機構７０はさらに詳細には説明
しない。
【００１５】
　図１に戻って参照すると、歩行器装置４０は、フレーム部材４２および４４のそれぞれ
の上方端４８に連結してその上方端４８から延びる一対のハンドルブレーキ組立体７２お
よび７４を備えている。ハンドルブレーキ組立体７２および７４の各々はハンドル７６を
備えており、ハンドル７６の作動は、車輪５８のうちの少なくとも１つを選択的に制動さ
せる。各々のハンドル７６は、概して細長い環の形であり、使用者の手の一部を通して伸
ばすことができる開口７８を囲っている。
【００１６】
　説明においてこの点に対して、歩行器装置は、例えば、Ｌｉｕの米国特許第８，０８３
，２３９号にさらに詳細に記載されている。様々な部品および機能を含む、伸縮式の管自
体、車輪組立体自体、折り畳み機構自体、および、歩行者のためのブレーキ組立体自体の
例は、当業者には知られているため、さらに詳細には説明しない。
【００１７】
　図１に示すように、ハンドルブレーキ組立体の各々は、組立体７２のための筐体８２に
よって示されているように、それぞれのハンドル７６が枢動可能に連結する筐体を有して
いる。各々の筐体は、そのそれぞれのフレーム部材４２の上方端４８に動作可能に連結す
る近位端８４と、その近位端から離間された遠位端８６とを有している。
【００１８】
　歩行器装置４０は、この例では、フレーム部材４２および４４から延び、フレーム部材
４２および４４から片持ちとされている背もたれ１０２を備えている。背もたれは、この
例では可撓性であり、歩行器装置が図１で見られる展開モードであるとき、弓形である。
一態様によれば、背もたれ１０２は、この例では上方架橋部材１０４および下方架橋部材
１０６の離間された弓形の細長い一対の上方および下方の部分からなる。架橋部材同士は
、この例では背もたれ１０２の近位端１０８および１１０のそれぞれの共通側端で一体に
連結している。架橋部材１０４および１０６は、この例では歩行器装置４０の前部６１と
側部４３および４５とに沿って概して水平方向に延びている。
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【００１９】
　背もたれ１０２は、上方架橋部材１０４における上部１１２と、下方架橋部材１０６に
おける下部１１４とを有している。背もたれ１０２の上部および下部は、この例では略弓
形となっている。背もたれ１０２は、凹状の内部１１６と凸状の外部１１８とを備えてい
る。背もたれの内部および外部は、背もたれの上部１１２から下部１１４へと延びている
。背もたれ１０２は、背もたれの近位端１０８および１１０にそれぞれ隣接する一対の開
口を備えている。これは、背もたれの近位端１０８に隣接する開口１２８によって、図１
で見られる。背もたれ１０２の端１０８および１１０は、この例では開口１２８を貫いて
延びる、この例ではネジ１３０である連結具を介して、ハンドルブレーキ組立体７２の筐
体８２の遠位端８６に結合している。
【００２０】
　上方架橋部材１０４は、フレーム部材４２および４４の上方端４８から上向きに湾曲し
た様態で延びており、この場合には上向きに凸状の様態でそれぞれのフレーム部材から延
びている。下方架橋部材１０６は、この例では下向きに湾曲した様態で延びており、この
場合には下向きに凸状の様態で延びている。したがって、架橋部材１０４および１０６は
、互いに対して外向きに分岐する方向でフレーム部材４２および４４から延びている。
【００２１】
　背もたれ１０２は、歩行器装置４０のフレーム部材４２と４４との間に位置付けられた
中央領域１３４を有している。背もたれの中央領域は、背もたれの端１０８と１１０との
間に位置付けられている。架橋部材１０４および１０６は、背もたれ１０２の近位端１０
８および１１０から背もたれの中央領域１３４に向かってさらに外向きに延びるにつれて
、さらに離されている。そのため、架橋部材１０４は、背もたれの端１０８および１１０
から背もたれの中央領域に向かって互いに分岐している。図３で見られるように、架橋部
材１０４は、歩行器装置４０の折り畳み軸７１と一列になる領域１３５で互いに対してさ
らに離間されている。歩行器装置の折り畳み軸は、背もたれの折り畳み軸と称されてもよ
い。
【００２２】
　図４を参照すると、背もたれ１０２は、隣接する条片２２４、２２５、および２２６に
よって示されているように、この例では鉛直方向の条片で、鉛直方向に延びる離間された
複数の細長い部材を備えている。条片は、架橋部材１０４と１０６とに連結し、架橋部材
１０４と１０６との間で延びており、各々の条片は、上方架橋部材に連結された上方端と
、下方架橋部材に連結している下方端とを有している。これは、図４において、上方架橋
部材１０４に結合されている条片２２４の上方端２２９と、下方架橋部材１０６に結合し
ている条片２２４の下方端２３１とによって見られる。条片２２４、２２５、および２２
６は、この例では、形が矩形の角柱である。最も長い鉛直方向の条片は、この例では、背
もたれ１０２の中央領域１３４に隣接している。鉛直方向の条片は、条片２２４、２２５
、および２２６より短い背もたれの端１０８に隣接する条片２２７によって見られるよう
に、この例では、背もたれの端１０８および１１０に隣接して最も短い。
【００２３】
　背もたれ１０２は、鉛直方向で離間されて千鳥状とされて水平方向に延びる複数の細長
い部材を備えており、この例では、水平方向の条片が、隣接する列と対になる上下方向の
列内で並べられ、上下方向において互いにずれている。これは、図５において、水平方向
の条片２５３、２５５、および２５７の第１の列と、水平方向の条片２５９および２６１
の第２の列と、水平方向の条片２６３、２６５、および２６７の第３の列によって見られ
る。水平方向の条片は、鉛直方向の条片２２５と２２６とに結合し、鉛直方向の条片２２
５と２２６との間で延びている水平方向の条片２５９および２６１によって見られるよう
に、隣接する鉛直方向の条片に結合し、隣接する鉛直方向の条片の間で延びている。各々
の水平方向の条片は、第１の鉛直方向の条片に連結された第１の端と、第１の鉛直方向の
条片に隣接して第２の鉛直方向の条片に連結された第２の端とを有している。これは、図
５において、鉛直方向の条片２２５に結合された水平方向の条片２６１の第１の端２６９
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と、鉛直方向の条片２２６に結合された水平方向の条片２６１の第２の端２７１とによっ
て見られる。
【００２４】
　背もたれ１０２は、それを貫いて広がっており、鉛直方向に延びて離間された複数の列
に配置され、鉛直方向に細長くされて千鳥状にされた複数の開口を有し、各々の列は一続
きの前記開口を有している。これは、図５において、隣接する列２２８および２３０によ
って示されており、列２２８は開口２３２、２３４、２３６、および２３８を有しており
、列２３０は開口２４０、２４２、および２４４を有している。
【００２５】
　図４で見られるように、開口は、大部分について、この例では形が長円であり、架橋部
材１０４と１０６との間に位置付けられている。図５を参照すると、鉛直方向に細長くさ
れた開口は、鉛直方向の条片２２４および２２５に隣接する開口２３２、２３４、２３６
、および２３８の列２２８によって見られるように、隣接する鉛直方向の条片の間にある
。水平方向の条片は、水平方向の条片２５３と２５５との間に置かれる開口２３４、およ
び、水平方向の条片２５５と２５７との間に置かれる開口２３６によって見られるように
、それぞれの開口の間に置かれる。
【００２６】
　列２２８の開口は、この例では列２３０の隣接する開口のそれぞれの中心点２４８から
軸方向でずれている中心点２４６をそれぞれ有している。開口の偶数付けされた列が互い
に一列になっており、開口の奇数付けされた列が互いに一列になっている。図４で見られ
るように、開口は、この例では、斜めに延びる並び２５０および２５２でさらに一列にな
っている。
【００２７】
　図５に戻って参照すると、各々の開口２３４の中心点２４６は、この例では列２２８の
開口の第１の組のそれぞれの開口の中心点と鉛直方向で一列となり、開口の第２の組、つ
まり、図４で見られる斜めの並び２５０のそれぞれの開口の中心点と斜めで一列となり、
開口の第３の組、つまり、斜めの並び２５２のそれぞれの開口の中心点と斜めで一列とな
る。図５を参照すると、１つおきの開口が、水平方向に延びる並び２５８における開口２
５４、２３６、および２５６によって見られるように、この例でも水平方向に延びる並び
で一列となっている。
【００２８】
　図６を参照すると、背もたれ１０２の開口２３４によって、使用者が直立フレーム部材
４２および４４を掴むとき、使用者６５は背もたれ越しに見ることができる。これは、使
用者の目１３９から、背もたれの開口を通じ、歩行器装置４０の前における背もたれの下
の地面１４３の領域１４１へと延びる視線１３７によって見られる。
【００２９】
　本明細書に記載された本発明の範囲内で多くの変更が可能であることは、理解されるも
のである。上記で提供された詳細の多くは、単なる例によるものであって、少なくとも以
下の特許請求の範囲を参照して決定される本発明の範囲を限定するように意図されていな
いことは、当業者によってさらに理解されるものである。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成29年7月18日(2017.7.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　歩行器装置が提供される。特に、歩行器装置および歩行器装置用背もたれが提供される
。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、横方向に折り畳み可能な歩行器装置を開示している。歩行器装置は、離
間された一対の直立フレーム部材を備える。歩行器装置は、直立フレーム部材に動作可能
に連結される椅子を備える。歩行器装置は、フレーム部材から片持ちとされた背もたれを
有する。背もたれは、離間された一対の上方および下方の架橋部材を備える。架橋部材は
共通側端において一体に連結する。架橋部材同士は、互いに対して外向きに分岐している
。使用者が直立フレーム部材を掴むときの背もたれ越しの使用者の視界を許容するために
、架橋部材同士の間で開口部が背もたれを貫き広がる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第９，３３９，４３２号
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　使用者が直立フレーム部材を掴むとき、背もたれによっては使用者の視界が害されうる
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一態様によれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。背もたれは、弓形とされ
、鉛直方向に延びる複数の貫通状の開口を有する。開口は、複数鉛直方向に延びて離間さ
れた列に配置され千鳥状とされる。
【０００６】
　別の態様によれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項１に記載の背も
たれにおいて、各々の前記列は一続きの前記開口を有し、前記開口は、さらに、斜めに延
びる並びで一列になる。
【０００７】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項１又は請求
項２に記載の背もたれにおいて、複数の鉛直方向に延びる条片をさらに備え、前記鉛直方
向に延びる開口は、隣接する前記条片の間にある。
【０００８】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項３に記載の
背もたれにおいて、中央領域を有し、前記条片は、長さが異なり、前記中央領域に隣接し
て最も長い。
【０００９】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項４に記載の
背もたれにおいて、離間された一対の端を有し、前記中央領域は前記端同士の間にあり、
前記条片は前記端に隣接して最も短い。
【００１０】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項１に記載の
背もたれにおいて、離間された一対の端と、前記端同士の間に中央領域とを有し、前記背
もたれは、前記端において一体に結合される、離間された細長い一対の上方部および下方
部を備え、前記背もたれの前記上方部および前記下方部は、前記端から前記中央領域に向
かって互いに分岐する。
【００１１】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項３から請求
項５に記載の背もたれにおいて、前記条片は矩形の角柱であり、前記背もたれは一対の上
方および下方の架橋部材をさらに備え、前記条片は、前記架橋部材同士を連結し、前記架
橋部材同士の間で延びる。
【００１２】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項１から請求
項７に記載の背もたれにおいて、前記開口の偶数付けされた前記列が互いに一列になり、
前記開口の奇数付けされた前記列が互いに一列になる。
【００１３】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項１に記載の
背もたれにおいて、前記開口の各々は中心点を有し、各々の前記開口の前記中心点は、前
記開口の第１の組の中心点と鉛直方向で一列となり、前記開口の第２の組の中心点と斜め
に一列となり、前記開口の第３の組の中心点と斜めに一列となる。
【００１４】
　別の態様によれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。背もたれは、弓形とさ
れ、複数の開口であって、少なくとも一対の前記開口を備える開口の鉛直方向に延びる第
１の列と、少なくとも１つの前記開口を備える開口の鉛直方向に延びる第２の列と、少な
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くとも一対の前記開口を備える開口の鉛直方向に延びる第３の列とを含む複数の開口を有
する。第２の列は第１の列と第３の列との間にある。第１の列の開口は第３の列のそれぞ
れの開口と一列である。第２の列の開口は、第１の列の一対の前記開口の間で延び、前記
第３の列の一対の前記開口の間で延びる。
【００１５】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項１から請求
項１０に記載の背もたれにおいて、前記開口は輪郭が長円である。
【００１６】
　さらなる態様によれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。背もたれは上方架
橋部材および下方架橋部材を備える。背もたれは、架橋部材に結合され、架橋部材同士の
間で延びる、水平方向で離間された鉛直方向の複数の条片を備える。背もたれは、鉛直方
向の条片のうちの隣接する条片に結合され、鉛直方向の条片のうちの隣接する条片の間で
延びる、鉛直方向で離間されて千鳥状とされた水平方向の複数の条片を備える。
【００１７】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項１２に記載
の背もたれにおいて、前記水平方向の条片は、隣接する列と対になる上下方向の列内で並
べられ、上下方向において互いにずれる。
【００１８】
　また、別の態様よれば、歩行器装置が提供される。請求項１から請求項１３に記載の背
もたれを備える歩行器装置。
【００１９】
　また、別の態様よれば、歩行器装置が提供される。請求項１４に記載の背もたれにおい
て、離間された一対の直立部材をさらに備え、前記背もたれは、前記直立部材に片持ちと
される歩行器装置。
【発明の効果】
【００２０】
　背もたれの開口によって、使用者が直立フレーム部材を掴むとき、使用者は背もたれ越
しに見ることができる。
【００２１】
　本発明は、添付の図面を参照しつつ、例示のみを目的として提供されているその好まし
い実施形態の以下の記載から、より簡単に理解されることになる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】背もたれを有する展開位置で示されている歩行器装置の前方左側上方からの斜視
図である。
【図２】歩行器装置の折り畳み機構を示した、図１の歩行器装置の下後方からの部分斜視
図である。
【図３】折り畳み状態で示された図１の歩行器装置の前方右側上方からの斜視図である。
【図４】歩行器装置の直立フレーム部材および椅子組立体が部分的に示された、図１の歩
行器装置の背もたれを示すその歩行器装置の後方からの部分斜視図である。
【図５】図４の背もたれの複数の開口を示すその背もたれの拡大部分立面図である。
【図６】使用者が、歩行器装置の直立フレーム部材の上方端を掴んでおり、背もたれを通
じて歩行器装置越しに歩行器装置の前方を見ている状態での、図１の歩行器装置の前方左
側からの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図面を参照し、最初に図１を参照すると、移動支援装置、この例では、第１の態様によ
る歩行器装置４０が、示されている。歩行器装置は、歩行器装置の後部４７に隣接して離
間された歩行器装置の側部４３および４５にそれぞれ位置付けられた、離間された一対の
直立フレーム部材４２および４４を備えている。フレーム部材の各々は、フレーム部材４
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２の下方端４６および上方端４８として示されている、下方端と、下方端から離間された
上方端とを備えている。
【００２４】
　フレーム部材４２および４４の各々は、この例では伸縮式となっており、複数の開口５
１が貫通状の内側管４９と、内側管を受け入れるように成形された外側管５３とを備えて
いる。歩行器装置４０は、伸縮式の管を選択的に調節して一体に固定するための調節機構
５９を有している。この例では、調節機構はつまみネジ６３を備えている。つまみネジは
、伸縮式の管４９および５３の高さを固定するように調節するために、開口５１のうちの
選択されたものに挿入できる。これは、図６に示した使用者６５に最適な高さを提供する
ために、歩行器装置４０の高さを調節することができる。
【００２５】
　図１に戻って参照すると、歩行器装置４０は、少なくとも一部で弓形とされると共にこ
の例ではＪ字形とされている一対の支持部材４１および５０を備えている。支持部材は、
それぞれのフレーム部材に連結されている近位端と、近位端から離間された遠位端とを備
えている。これは、フレーム部材４２に結合された近位端５２と、近位端から離間された
遠位端５４とを有する支持部材５０によって示されている。各々の支持部材は、近位端か
ら遠位端に向かって概して水平方向の様態で延びる細長い部分６７を備えている。各々の
支持部材５０は、この例では、支持部材５０の遠位端５４から支持部材５０の細長い部分
へと延びる弓形の部分６９を備えている。支持部材の近位端５２は、この例では、フレー
ム部材の下方端４６に隣接して下方端４６から離間された場所において、フレーム部材に
連結している。歩行器装置４０は、この例では、それぞれのフレーム部材４２の下方端４
６から延び、支持部材の遠位端５４に隣接してそれぞれの支持部材５０に連結している一
対の棒材５７を備えている。
【００２６】
　歩行器装置４０は、フレーム部材４２および４４の下方端と支持部材５０の遠位端５４
とに回転可能に連結された複数の車輪組立体を備えている。これは、フレーム部材４２の
端４６に回転可能に連結された車輪組立体５６によって示されている。車輪組立体の各々
は、地面と係合する車輪５８を備えている。歩行器装置４０は、この例では、可倒式バス
ケット６０を備えている。図１に示しているように、バスケットは、選択的に、支持部材
の遠位端５４に隣接して、支持部材４１および５０に連結し、支持部材４１と５０との間
で延びている。バスケット６０は、この例では、歩行器装置の前部６１に隣接して位置付
けられている。歩行器装置４０は、この例では枢動可能に一体に連結された２つの実質的
に平面の部分６６および６８を有する椅子６４を備える椅子組立体６２をさらに備えてい
る。椅子組立体の部分６６および６８は、それぞれの支持部材５０および４１の細長い部
分６７に枢動可能に連結している。したがって、椅子６４は、直立フレーム部材４２およ
び４４に動作可能に連結している。
【００２７】
　図２で最も良好に見られるように、歩行器装置４０は、折り畳み機構７０を備えている
。折り畳み機構は、この例では、ヒンジ８３を介してヒンジで一体に連結され、それぞれ
の棒材５７に枢動可能に連結してその棒材５７から延びる２つの内側フレーム部材７５お
よび７７から形成された内側フレーム組立体７３を備えている。この例での折り畳み機構
７０は、椅子組立体６２のそれぞれの部分６６および６８に枢動可能に連結してそれぞれ
の部分６６および６８から延びる一対の交差するリンク部材７９および８１を備えている
。リンク部材７９および８１は、内側フレーム組立体７３の内側フレーム部材７５および
７７にもそれぞれ枢動可能に連結している。したがって、折り畳み機構７０は、歩行器装
置４０の直立フレーム部材４２および４４に動作可能に連結し、直立フレーム部材４２と
４４との間に置かれている。
【００２８】
　折り畳み機構は、図３に示すように、フレーム部材４２および４４と支持部材４１およ
び５０とを寄せ合うことで、歩行器装置を選択的に横方向に折り畳むことができるように
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構成される。したがって、折り畳み機構は、歩行器装置４０を図３に示す折り畳み軸７１
の周りで横方向に折り畳み可能にすることができる。歩行器装置の折り畳み軸は、背もた
れの折り畳み軸と称されてもよい。様々な部品および機能を含む歩行器装置用の折り畳み
機構自体は、当業者には良く知られているため、折り畳み機構７０はさらに詳細には説明
しない。
【００２９】
　図１に戻って参照すると、歩行器装置４０は、フレーム部材４２および４４のそれぞれ
の上方端４８に連結してその上方端４８から延びる一対のハンドルブレーキ組立体７２お
よび７４を備えている。ハンドルブレーキ組立体７２および７４の各々はハンドル７６を
備えており、ハンドル７６の作動は、車輪５８のうちの少なくとも１つを選択的に制動さ
せる。各々のハンドル７６は、概して細長い環の形であり、使用者の手の一部を通して伸
ばすことができる開口７８を囲っている。
【００３０】
　説明においてこの点に対して、歩行器装置は、例えば、Ｌｉｕへの米国特許第８，０８
３，２３９号にさらに詳細に記載されている。様々な部品および機能を含む、伸縮式の管
自体、車輪組立体自体、折り畳み機構自体、および、歩行者のためのブレーキ組立体自体
の例は、当業者には知られているため、さらに詳細には説明しない。
【００３１】
　図１に示すように、ハンドルブレーキ組立体の各々は、組立体７２のための筐体８２に
よって示されているように、それぞれのハンドル７６が枢動可能に連結する筐体を有して
いる。各々の筐体は、そのそれぞれのフレーム部材４２の上方端４８に動作可能に連結す
る近位端８４と、その近位端から離間された遠位端８６とを有している。
【００３２】
　歩行器装置４０は、この例では、フレーム部材４２および４４から延び、フレーム部材
４２および４４から片持ちとされている背もたれ１０２を備えている。背もたれは、この
例では可撓性であり、歩行器装置が図１で見られる展開モードであるとき、弓形である。
一態様によれば、背もたれ１０２は、この例では上方架橋部材１０４および下方架橋部材
１０６の離間された弓形の細長い一対の上方および下方の部分からなる。架橋部材同士は
、この例では背もたれ１０２の近位端１０８および１１０のそれぞれの共通側端で一体に
連結している。架橋部材１０４および１０６は、この例では歩行器装置４０の前部６１と
側部４３および４５とに沿って概して水平方向に延びている。
【００３３】
　背もたれ１０２は、上方架橋部材１０４における上部１１２と、下方架橋部材１０６に
おける下部１１４とを有している。背もたれ１０２の上部および下部は、この例では略弓
形となっている。背もたれ１０２は、凹状の内部１１６と凸状の外部１１８とを備えてい
る。背もたれの内部および外部は、背もたれの上部１１２から下部１１４へと延びている
。背もたれ１０２は、背もたれの近位端１０８および１１０にそれぞれ隣接する一対の開
口を備えている。これは、背もたれの近位端１０８に隣接する開口１２８によって、図１
で見られる。背もたれ１０２の端１０８および１１０は、この例では開口１２８を貫いて
延びる、この例ではネジ１３０である連結具を介して、ハンドルブレーキ組立体７２の筐
体８２の遠位端８６に結合している。
【００３４】
　上方架橋部材１０４は、フレーム部材４２および４４の上方端４８から上向きに湾曲し
た様態で延びており、この場合には上向きに凸状の様態でそれぞれのフレーム部材から延
びている。下方架橋部材１０６は、この例では下向きに湾曲した様態で延びており、この
場合には下向きに凸状の様態で延びている。したがって、架橋部材１０４および１０６は
、互いに対して外向きに分岐する方向でフレーム部材４２および４４から延びている。
【００３５】
　背もたれ１０２は、歩行器装置４０のフレーム部材４２と４４との間に位置付けられた
中央領域１３４を有している。背もたれの中央領域は、背もたれの端１０８と１１０との
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間に位置付けられている。架橋部材１０４および１０６は、背もたれ１０２の近位端１０
８および１１０から背もたれの中央領域１３４に向かってさらに外向きに延びるにつれて
、さらに離されている。そのため、架橋部材１０４は、背もたれの端１０８および１１０
から背もたれの中央領域に向かって互いに分岐している。図３で見られるように、架橋部
材１０４は、歩行器装置４０の折り畳み軸７１と一列になる領域１３５で互いに対してさ
らに離間されている。歩行器装置の折り畳み軸は、背もたれの折り畳み軸と称されてもよ
い。
【００３６】
　図４を参照すると、背もたれ１０２は、隣接する条片２２４、２２５、および２２６に
よって示されているように、この例では鉛直方向の条片で、鉛直方向に延びる離間された
複数の細長い部材を備えている。条片は、架橋部材１０４と１０６とに連結し、架橋部材
１０４と１０６との間で延びており、各々の条片は、上方架橋部材に連結された上方端と
、下方架橋部材に連結している下方端とを有している。これは、図４において、上方架橋
部材１０４に結合されている条片２２４の上方端２２９と、下方架橋部材１０６に結合し
ている条片２２４の下方端２３１とによって見られる。条片２２４、２２５、および２２
６は、この例では、形が矩形の角柱である。最も長い鉛直方向の条片は、この例では、背
もたれ１０２の中央領域１３４に隣接している。鉛直方向の条片は、条片２２４、２２５
、および２２６より短い背もたれの端１０８に隣接する条片２２７によって見られるよう
に、この例では、背もたれの端１０８および１１０に隣接して最も短い。
【００３７】
　背もたれ１０２は、鉛直方向で離間されて千鳥状とされて水平方向に延びる複数の細長
い部材を備えており、この例では、水平方向の条片が、隣接する列と対になる上下方向の
列内で並べられ、上下方向において互いにずれている。これは、図５において、水平方向
の条片２５３、２５５、および２５７の第１の列と、水平方向の条片２５９および２６１
の第２の列と、水平方向の条片２６３、２６５、および２６７の第３の列によって見られ
る。水平方向の条片は、鉛直方向の条片２２５と２２６とに結合し、鉛直方向の条片２２
５と２２６との間で延びている水平方向の条片２５９および２６１によって見られるよう
に、隣接する鉛直方向の条片に結合し、隣接する鉛直方向の条片の間で延びている。各々
の水平方向の条片は、第１の鉛直方向の条片に連結された第１の端と、第１の鉛直方向の
条片に隣接して第２の鉛直方向の条片に連結された第２の端とを有している。これは、図
５において、鉛直方向の条片２２５に結合された水平方向の条片２６１の第１の端２６９
と、鉛直方向の条片２２６に結合された水平方向の条片２６１の第２の端２７１とによっ
て見られる。
【００３８】
　背もたれ１０２は、それを貫いて広がっており、鉛直方向に延びて離間された複数の列
に配置され、鉛直方向に細長くされて千鳥状にされた複数の開口を有し、各々の列は一続
きの前記開口を有している。これは、図５において、隣接する列２２８および２３０によ
って示されており、列２２８は開口２３２、２３４、２３６、および２３８を有しており
、列２３０は開口２４０、２４２、および２４４を有している。
【００３９】
　図４で見られるように、開口は、大部分について、この例では形が長円であり、架橋部
材１０４と１０６との間に位置付けられている。図５を参照すると、鉛直方向に細長くさ
れた開口は、鉛直方向の条片２２４および２２５に隣接する開口２３２、２３４、２３６
、および２３８の列２２８によって見られるように、隣接する鉛直方向の条片の間にある
。水平方向の条片は、水平方向の条片２５３と２５５との間に置かれる開口２３４、およ
び、水平方向の条片２５５と２５７との間に置かれる開口２３６によって見られるように
、それぞれの開口の間に置かれる。
【００４０】
　列２２８の開口は、この例では列２３０の隣接する開口のそれぞれの中心点２４８から
軸方向でずれている中心点２４６をそれぞれ有している。開口の偶数付けされた列が互い
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に一列になっており、開口の奇数付けされた列が互いに一列になっている。図４で見られ
るように、開口は、この例では、斜めに延びる並び２５０および２５２でさらに一列にな
っている。
【００４１】
　図５に戻って参照すると、各々の開口２３４の中心点２４６は、この例では列２２８の
開口の第１の組のそれぞれの開口の中心点と鉛直方向で一列となり、開口の第２の組、つ
まり、図４で見られる斜めの並び２５０のそれぞれの開口の中心点と斜めで一列となり、
開口の第３の組、つまり、斜めの並び２５２のそれぞれの開口の中心点と斜めで一列とな
る。図５を参照すると、１つおきの開口が、水平方向に延びる並び２５８における開口２
５４、２３６、および２５６によって見られるように、この例でも水平方向に延びる並び
で一列となっている。
【００４２】
　図６を参照すると、背もたれ１０２の開口２３４によって、使用者が直立フレーム部材
４２および４４を掴むとき、使用者６５は背もたれ越しに見ることができる。これは、使
用者の目１３９から、背もたれの開口を通じ、歩行器装置４０の前における背もたれの下
の地面１４３の領域１４１へと延びる視線１３７によって見られる。
【００４３】
　本明細書に記載された本発明の範囲内で多くの変更が可能であることは、理解されるも
のである。上記で提供された詳細の多くは、単なる例によるものであって、少なくとも以
下の特許請求の範囲を参照して決定される本発明の範囲を限定するように意図されていな
いことは、当業者によってさらに理解されるものである。

                                                                                
【手続補正書】
【提出日】平成29年7月25日(2017.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　歩行器装置が提供される。特に、歩行器装置および歩行器装置用背もたれが提供される
。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、横方向に折り畳み可能な歩行器装置を開示している。歩行器装置は、離
間された一対の直立フレーム部材を備える。歩行器装置は、直立フレーム部材に動作可能
に連結される椅子を備える。歩行器装置は、フレーム部材から片持ちとされた背もたれを
有する。背もたれは、離間された一対の上方および下方の架橋部材を備える。架橋部材は
共通側端において一体に連結する。架橋部材同士は、互いに対して外向きに分岐している
。使用者が直立フレーム部材を掴むときの背もたれ越しの使用者の視界を許容するために
、架橋部材同士の間で開口部が背もたれを貫き広がる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第９，３３９，４３２号
【発明の概要】



(16) JP 2017-202320 A 2017.11.16

【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　使用者が直立フレーム部材を掴むとき、背もたれによっては使用者の視界が害されうる
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一態様によれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。背もたれは、弓形とされ
、鉛直方向に延びる複数の貫通状の開口を有する。開口は、複数鉛直方向に延びて離間さ
れた列に配置され千鳥状とされる。
【０００６】
　別の態様によれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項１に記載の背も
たれにおいて、各々の前記列は一続きの前記開口を有し、前記開口は、さらに、斜めに延
びる並びで一列になる。
【０００７】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項１又は請求
項２に記載の背もたれにおいて、複数の鉛直方向に延びる条片をさらに備え、前記鉛直方
向に延びる開口は、隣接する前記条片の間にある。
【０００８】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項３に記載の
背もたれにおいて、中央領域を有し、前記条片は、長さが異なり、前記中央領域に隣接し
て最も長い。
【０００９】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項４に記載の
背もたれにおいて、離間された一対の端を有し、前記中央領域は前記端同士の間にあり、
前記条片は前記端に隣接して最も短い。
【００１０】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項１に記載の
背もたれにおいて、離間された一対の端と、前記端同士の間に中央領域とを有し、前記背
もたれは、前記端において一体に結合される、離間された細長い一対の上方部および下方
部を備え、前記背もたれの前記上方部および前記下方部は、前記端から前記中央領域に向
かって互いに分岐する。
【００１１】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項３から請求
項５に記載の背もたれにおいて、前記条片は矩形の角柱であり、前記背もたれは一対の上
方および下方の架橋部材をさらに備え、前記条片は、前記架橋部材同士を連結し、前記架
橋部材同士の間で延びる。
【００１２】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項１から請求
項７に記載の背もたれにおいて、前記開口の偶数付けされた前記列が互いに一列になり、
前記開口の奇数付けされた前記列が互いに一列になる。
【００１３】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項１に記載の
背もたれにおいて、前記開口の各々は中心点を有し、各々の前記開口の前記中心点は、前
記開口の第１の組の中心点と鉛直方向で一列となり、前記開口の第２の組の中心点と斜め
に一列となり、前記開口の第３の組の中心点と斜めに一列となる。
【００１４】
　別の態様によれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。背もたれは、弓形とさ
れ、複数の開口であって、少なくとも一対の前記開口を備える開口の鉛直方向に延びる第
１の列と、少なくとも１つの前記開口を備える開口の鉛直方向に延びる第２の列と、少な
くとも一対の前記開口を備える開口の鉛直方向に延びる第３の列とを含む複数の開口を有
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する。第２の列は第１の列と第３の列との間にある。第１の列の開口は第３の列のそれぞ
れの開口と一列である。第２の列の開口は、第１の列の一対の前記開口の間で延び、前記
第３の列の一対の前記開口の間で延びる。
【００１５】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項１から請求
項１０に記載の背もたれにおいて、前記開口は輪郭が長円である。
【００１６】
　さらなる態様によれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。背もたれは上方架
橋部材および下方架橋部材を備える。背もたれは、架橋部材に結合され、架橋部材同士の
間で延びる、水平方向で離間された鉛直方向の複数の条片を備える。背もたれは、鉛直方
向の条片のうちの隣接する条片に結合され、鉛直方向の条片のうちの隣接する条片の間で
延びる、鉛直方向で離間されて千鳥状とされた水平方向の複数の条片を備える。
【００１７】
　また、別の態様よれば、歩行器装置のための背もたれが提供される。請求項１２に記載
の背もたれにおいて、前記水平方向の条片は、隣接する列と対になる上下方向の列内で並
べられ、上下方向において互いにずれる。
【００１８】
　また、別の態様よれば、歩行器装置が提供される。請求項１から請求項１３に記載の背
もたれを備える歩行器装置。
【００１９】
　また、別の態様よれば、歩行器装置が提供される。請求項１４に記載の背もたれにおい
て、離間された一対の直立部材をさらに備え、前記背もたれは、前記直立部材に片持ちと
される歩行器装置。
【発明の効果】
【００２０】
　背もたれの開口によって、使用者が直立フレーム部材を掴むとき、使用者は背もたれ越
しに見ることができる。
【００２１】
　本発明は、添付の図面を参照しつつ、例示のみを目的として提供されているその好まし
い実施形態の以下の記載から、より簡単に理解されることになる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】背もたれを有する展開位置で示されている歩行器装置の前方左側上方からの斜視
図である。
【図２】歩行器装置の折り畳み機構を示した、図１の歩行器装置の下後方からの部分斜視
図である。
【図３】折り畳み状態で示された図１の歩行器装置の前方右側上方からの斜視図である。
【図４】歩行器装置の直立フレーム部材および椅子組立体が部分的に示された、図１の歩
行器装置の背もたれを示すその歩行器装置の後方からの部分斜視図である。
【図５】図４の背もたれの複数の開口を示すその背もたれの拡大部分立面図である。
【図６】使用者が、歩行器装置の直立フレーム部材の上方端を掴んでおり、背もたれを通
じて歩行器装置越しに歩行器装置の前方を見ている状態での、図１の歩行器装置の前方左
側からの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図面を参照し、最初に図１を参照すると、移動支援装置、この例では、第１の態様によ
る歩行器装置４０が、示されている。歩行器装置は、歩行器装置の後部４７に隣接して離
間された歩行器装置の側部４３および４５にそれぞれ位置付けられた、離間された一対の
直立フレーム部材４２および４４を備えている。フレーム部材の各々は、フレーム部材４
２の下方端４６および上方端４８として示されている、下方端と、下方端から離間された
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上方端とを備えている。
【００２４】
　フレーム部材４２および４４の各々は、この例では伸縮式となっており、複数の開口５
１が貫通状の内側管４９と、内側管を受け入れるように成形された外側管５３とを備えて
いる。歩行器装置４０は、伸縮式の管を選択的に調節して一体に固定するための調節機構
５９を有している。この例では、調節機構はつまみネジ６３を備えている。つまみネジは
、伸縮式の管４９および５３の高さを固定するように調節するために、開口５１のうちの
選択されたものに挿入できる。これは、図６に示した使用者６５に最適な高さを提供する
ために、歩行器装置４０の高さを調節することができる。
【００２５】
　図１に戻って参照すると、歩行器装置４０は、少なくとも一部で弓形とされると共にこ
の例ではＪ字形とされている一対の支持部材４１および５０を備えている。支持部材は、
それぞれのフレーム部材に連結されている近位端と、近位端から離間された遠位端とを備
えている。これは、フレーム部材４２に結合された近位端５２と、近位端から離間された
遠位端５４とを有する支持部材５０によって示されている。各々の支持部材は、近位端か
ら遠位端に向かって概して水平方向の様態で延びる細長い部分６７を備えている。各々の
支持部材５０は、この例では、支持部材５０の遠位端５４から支持部材５０の細長い部分
へと延びる弓形の部分６９を備えている。支持部材の近位端５２は、この例では、フレー
ム部材の下方端４６に隣接して下方端４６から離間された場所において、フレーム部材に
連結している。歩行器装置４０は、この例では、それぞれのフレーム部材４２の下方端４
６から延び、支持部材の遠位端５４に隣接してそれぞれの支持部材５０に連結している一
対の棒材５７を備えている。
【００２６】
　歩行器装置４０は、フレーム部材４２および４４の下方端と支持部材５０の遠位端５４
とに回転可能に連結された複数の車輪組立体を備えている。これは、フレーム部材４２の
端４６に回転可能に連結された車輪組立体５６によって示されている。車輪組立体の各々
は、地面と係合する車輪５８を備えている。歩行器装置４０は、この例では、可倒式バス
ケット６０を備えている。図１に示しているように、バスケットは、選択的に、支持部材
の遠位端５４に隣接して、支持部材４１および５０に連結し、支持部材４１と５０との間
で延びている。バスケット６０は、この例では、歩行器装置の前部６１に隣接して位置付
けられている。歩行器装置４０は、この例では枢動可能に一体に連結された２つの実質的
に平面の部分６６および６８を有する椅子６４を備える椅子組立体６２をさらに備えてい
る。椅子組立体の部分６６および６８は、それぞれの支持部材５０および４１の細長い部
分６７に枢動可能に連結している。したがって、椅子６４は、直立フレーム部材４２およ
び４４に動作可能に連結している。
【００２７】
　図２で最も良好に見られるように、歩行器装置４０は、折り畳み機構７０を備えている
。折り畳み機構は、この例では、ヒンジ８３を介してヒンジで一体に連結され、それぞれ
の棒材５７に枢動可能に連結してその棒材５７から延びる２つの内側フレーム部材７５お
よび７７から形成された内側フレーム組立体７３を備えている。この例での折り畳み機構
７０は、椅子組立体６２のそれぞれの部分６６および６８に枢動可能に連結してそれぞれ
の部分６６および６８から延びる一対の交差するリンク部材７９および８１を備えている
。リンク部材７９および８１は、内側フレーム組立体７３の内側フレーム部材７５および
７７にもそれぞれ枢動可能に連結している。したがって、折り畳み機構７０は、歩行器装
置４０の直立フレーム部材４２および４４に動作可能に連結し、直立フレーム部材４２と
４４との間に置かれている。
【００２８】
　折り畳み機構は、図３に示すように、フレーム部材４２および４４と支持部材４１およ
び５０とを寄せ合うことで、歩行器装置を選択的に横方向に折り畳むことができるように
構成される。したがって、折り畳み機構は、歩行器装置４０を図３に示す折り畳み軸７１
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の周りで横方向に折り畳み可能にすることができる。歩行器装置の折り畳み軸は、背もた
れの折り畳み軸と称されてもよい。様々な部品および機能を含む歩行器装置用の折り畳み
機構自体は、当業者には良く知られているため、折り畳み機構７０はさらに詳細には説明
しない。
【００２９】
　図１に戻って参照すると、歩行器装置４０は、フレーム部材４２および４４のそれぞれ
の上方端４８に連結してその上方端４８から延びる一対のハンドルブレーキ組立体７２お
よび７４を備えている。ハンドルブレーキ組立体７２および７４の各々はハンドル７６を
備えており、ハンドル７６の作動は、車輪５８のうちの少なくとも１つを選択的に制動さ
せる。各々のハンドル７６は、概して細長い環の形であり、使用者の手の一部を通して伸
ばすことができる開口７８を囲っている。
【００３０】
　説明においてこの点に対して、歩行器装置は、例えば、Ｌｉｕへの米国特許第８，０８
３，２３９号にさらに詳細に記載されている。様々な部品および機能を含む、伸縮式の管
自体、車輪組立体自体、折り畳み機構自体、および、歩行者のためのブレーキ組立体自体
の例は、当業者には知られているため、さらに詳細には説明しない。
【００３１】
　図１に示すように、ハンドルブレーキ組立体の各々は、組立体７２のための筐体８２に
よって示されているように、それぞれのハンドル７６が枢動可能に連結する筐体を有して
いる。各々の筐体は、そのそれぞれのフレーム部材４２の上方端４８に動作可能に連結す
る近位端８４と、その近位端から離間された遠位端８６とを有している。
【００３２】
　歩行器装置４０は、この例では、フレーム部材４２および４４から延び、フレーム部材
４２および４４から片持ちとされている背もたれ１０２を備えている。背もたれは、この
例では可撓性であり、歩行器装置が図１で見られる展開モードであるとき、弓形である。
一態様によれば、背もたれ１０２は、この例では上方架橋部材１０４および下方架橋部材
１０６の離間された弓形の細長い一対の上方および下方の部分からなる。架橋部材同士は
、この例では背もたれ１０２の近位端１０８および１１０のそれぞれの共通側端で一体に
連結している。架橋部材１０４および１０６は、この例では歩行器装置４０の前部６１と
側部４３および４５とに沿って概して水平方向に延びている。
【００３３】
　背もたれ１０２は、上方架橋部材１０４における上部１１２と、下方架橋部材１０６に
おける下部１１４とを有している。背もたれ１０２の上部および下部は、この例では略弓
形となっている。背もたれ１０２は、凹状の内部１１６と凸状の外部１１８とを備えてい
る。背もたれの内部および外部は、背もたれの上部１１２から下部１１４へと延びている
。背もたれ１０２は、背もたれの近位端１０８および１１０にそれぞれ隣接する一対の開
口を備えている。これは、背もたれの近位端１０８に隣接する開口１２８によって、図１
で見られる。背もたれ１０２の端１０８および１１０は、この例では開口１２８を貫いて
延びる、この例ではネジ１３０である連結具を介して、ハンドルブレーキ組立体７２の筐
体８２の遠位端８６に結合している。
【００３４】
　上方架橋部材１０４は、フレーム部材４２および４４の上方端４８から上向きに湾曲し
た様態で延びており、この場合には上向きに凸状の様態でそれぞれのフレーム部材から延
びている。下方架橋部材１０６は、この例では下向きに湾曲した様態で延びており、この
場合には下向きに凸状の様態で延びている。したがって、架橋部材１０４および１０６は
、互いに対して外向きに分岐する方向でフレーム部材４２および４４から延びている。
【００３５】
　背もたれ１０２は、歩行器装置４０のフレーム部材４２と４４との間に位置付けられた
中央領域１３４を有している。背もたれの中央領域は、背もたれの端１０８と１１０との
間に位置付けられている。架橋部材１０４および１０６は、背もたれ１０２の近位端１０
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８および１１０から背もたれの中央領域１３４に向かってさらに外向きに延びるにつれて
、さらに離されている。そのため、架橋部材１０４は、背もたれの端１０８および１１０
から背もたれの中央領域に向かって互いに分岐している。図３で見られるように、架橋部
材１０４は、歩行器装置４０の折り畳み軸７１と一列になる領域１３５で互いに対してさ
らに離間されている。歩行器装置の折り畳み軸は、背もたれの折り畳み軸と称されてもよ
い。
【００３６】
　図４を参照すると、背もたれ１０２は、隣接する条片２２４、２２５、および２２６に
よって示されているように、この例では鉛直方向の条片で、鉛直方向に延びる離間された
複数の細長い部材を備えている。条片は、架橋部材１０４と１０６とに連結し、架橋部材
１０４と１０６との間で延びており、各々の条片は、上方架橋部材に連結された上方端と
、下方架橋部材に連結している下方端とを有している。これは、図４において、上方架橋
部材１０４に結合されている条片２２４の上方端２２９と、下方架橋部材１０６に結合し
ている条片２２４の下方端２３１とによって見られる。条片２２４、２２５、および２２
６は、この例では、形が矩形の角柱である。最も長い鉛直方向の条片は、この例では、背
もたれ１０２の中央領域１３４に隣接している。鉛直方向の条片は、条片２２４、２２５
、および２２６より短い背もたれの端１０８に隣接する条片２２７によって見られるよう
に、この例では、背もたれの端１０８および１１０に隣接して最も短い。
【００３７】
　背もたれ１０２は、鉛直方向で離間されて千鳥状とされて水平方向に延びる複数の細長
い部材を備えており、この例では、水平方向の条片が、隣接する列と対になる上下方向の
列内で並べられ、上下方向において互いにずれている。これは、図５において、水平方向
の条片２５３、２５５、および２５７の第１の列と、水平方向の条片２５９および２６１
の第２の列と、水平方向の条片２６３、２６５、および２６７の第３の列によって見られ
る。水平方向の条片は、鉛直方向の条片２２５と２２６とに結合し、鉛直方向の条片２２
５と２２６との間で延びている水平方向の条片２５９および２６１によって見られるよう
に、隣接する鉛直方向の条片に結合し、隣接する鉛直方向の条片の間で延びている。各々
の水平方向の条片は、第１の鉛直方向の条片に連結された第１の端と、第１の鉛直方向の
条片に隣接して第２の鉛直方向の条片に連結された第２の端とを有している。これは、図
５において、鉛直方向の条片２２５に結合された水平方向の条片２６１の第１の端２６９
と、鉛直方向の条片２２６に結合された水平方向の条片２６１の第２の端２７１とによっ
て見られる。
【００３８】
　背もたれ１０２は、それを貫いて広がっており、鉛直方向に延びて離間された複数の列
に配置され、鉛直方向に細長くされて千鳥状にされた複数の開口を有し、各々の列は一続
きの前記開口を有している。これは、図５において、隣接する列２２８および２３０によ
って示されており、列２２８は開口２３２、２３４、２３６、および２３８を有しており
、列２３０は開口２４０、２４２、および２４４を有している。
【００３９】
　図４で見られるように、開口は、大部分について、この例では形が長円であり、架橋部
材１０４と１０６との間に位置付けられている。図５を参照すると、鉛直方向に細長くさ
れた開口は、鉛直方向の条片２２４および２２５に隣接する開口２３２、２３４、２３６
、および２３８の列２２８によって見られるように、隣接する鉛直方向の条片の間にある
。水平方向の条片は、水平方向の条片２５３と２５５との間に置かれる開口２３４、およ
び、水平方向の条片２５５と２５７との間に置かれる開口２３６によって見られるように
、それぞれの開口の間に置かれる。
【００４０】
　列２２８の開口は、この例では列２３０の隣接する開口のそれぞれの中心点２４８から
軸方向でずれている中心点２４６をそれぞれ有している。開口の偶数付けされた列が互い
に一列になっており、開口の奇数付けされた列が互いに一列になっている。図４で見られ
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るように、開口は、この例では、斜めに延びる並び２５０および２５２でさらに一列にな
っている。
【００４１】
　図５に戻って参照すると、各々の開口２３４の中心点２４６は、この例では列２２８の
開口の第１の組のそれぞれの開口の中心点と鉛直方向で一列となり、開口の第２の組、つ
まり、図４で見られる斜めの並び２５０のそれぞれの開口の中心点と斜めで一列となり、
開口の第３の組、つまり、斜めの並び２５２のそれぞれの開口の中心点と斜めで一列とな
る。図５を参照すると、１つおきの開口が、水平方向に延びる並び２５８における開口２
５４、２３６、および２５６によって見られるように、この例でも水平方向に延びる並び
で一列となっている。
【００４２】
　図６を参照すると、背もたれ１０２の開口２３４によって、使用者が直立フレーム部材
４２および４４を掴むとき、使用者６５は背もたれ越しに見ることができる。これは、使
用者の目１３９から、背もたれの開口を通じ、歩行器装置４０の前における背もたれの下
の地面１４３の領域１４１へと延びる視線１３７によって見られる。
【００４３】
　本明細書に記載された本発明の範囲内で多くの変更が可能であることは、理解されるも
のである。上記で提供された詳細の多くは、単なる例によるものであって、少なくとも以
下の特許請求の範囲を参照して決定される本発明の範囲を限定するように意図されていな
いことは、当業者によってさらに理解されるものである。
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